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１東京都がん診療連携協議会の組織体制

都道府県がん診療連携拠点病院（国指定） ・・・２施設

東京都立駒込病院・がん研究会有明病院

地域がん診療連携拠点病院（国指定） ・・・26施設

地域がん診療病院（国指定） ・・・１施設

東京都がん診療連携拠点病院（都指定） ・・・９施設

東京都がん診療連携協力病院（都指定） ・・・20施設

全58施設
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都道府県がん診療連携拠点病院

地域がん診療連携拠点病院＋地域がん診療病院

東京都がん診療連携拠点病院+東京都がん診療連携協力病院

１東京都がん診療連携協議会の組織体制
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１東京都がん診療連携協議会の組織体制
設置要綱の改定・ワーキンググループ設置
令和４年８月１日付「がん診療連携拠点病院等の整備について」（整備指針）に示された＜都道府県協議会の主な役割＞
について、協議事項として定めた。

QIワーキンググループとBCPワーキンググループを設置新設
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「がん診療連携拠点病院等の整備について」（P4）＜都道府県協議会の主な役割＞③と⑩について

③東京都内の拠点病院等の院内がん登録のデータやがん診療、緩和ケア、相談支援等の実績等を共有、分析、

評価、公表等を行うこと。その上で、各都道府県とも連携し、Quality Indicatorを積極的に利用するなど、

都道府県全体のがん医療の質を向上させるための具体的な計画を立案・実行すること。併せて、院内がん登録

実務者の支援を含めて東京都内のがん関連情報収集や利活用等の推進に取り組むこと。

⑩感染症のまん延や災害等の状況においても必要ながん医療を提供する体制を確保するため、当該都道府県

や各がん医療圏におけるＢＣＰ（注４）について議論を行うこと。



1 東京都がん診療連携協議会の組織体制
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◼ 人員体制

４名（駒込病院職員）

◼ 業務内容

会議の企画・運営

問い合わせ対応（メール、電話）

委員等の名簿管理

各種研修会企画・運営

会議、研修会等に係る事務手続き

アンケート・調査の実施、集計表の作成

メーリングリスト作成・管理

地域連携クリティカルパスに係る医療連携名簿の発行

院内がん登録データ集計・一覧作成

・・・・・etc

１東京都がん診療連携協議会の組織体制
東京都がん診療連携協議会事務局の体制
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（駒込病院の担当業務）

現況報告、がん教育、緩和ケア研修会主催・運営、市民公開講座等主催・運営、広報誌作成・発行

・・・・・etc



相談・情報部会（年１回開催）

２ PDCAサイクルの取組
相談・情報部会及び担当者連絡会におけるPDCAサイクル体制
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担当者連絡会（年３回開催）

・PDCAチェックリスト「がん相談支援センター自己評
価票（※）」を用いて、PDCA実施状況を確認する。
・「がん相談支援センター自己評価票（※）」を活用
し、PDCAを回し、改善活動に繋げる。

※国部会作成
「がん相談支援センターPDCA実施状況チェックリスト（2019年作成
版）」（全国部会作成版）を基にして東京都版として作成したもの。

各施設でPDCAを回す

・施設共通の課題に対して、テーマごとにチームを設
置し役割分担して、改善活動に取り組む。

・チーム共通のPDCAサイクルフォーマットを用いて、
PDCAを回し、改善活動に繋げる。

各チームでPDCAを回す

・施設共通の課題に対して、テーマごとにチームを設置し、改善活動に必要な体制を整える。
・施設やチームの課題やテーマに関して、講演やグループワークを通して、会全体での情報共有、共通理解を図る。
・担当者連絡会の活動状況について、相談・情報部会へ報告する。

◼ 参加施設
国指定及び都指定 38施設
国立がん研究センター中央病院
小児拠点病院 1施設
東京都保健医療局、他

8つのチームを
設置

（令和４年度）

・部会及び担当者連絡会におけるPDCAサイクル体制を確保する。（共通様式を用いる）

※設置するチームは毎年
会議で協議の上、決定



２ PDCAサイクルの取組（相談・情報部会担当者連絡会）
各施設でPDCAサイクルを回す
共通様式「がん相談支援センター自己評価票（※）」を用いて、自施設のPDCA実施状況を評価する。

※国部会作成「がん相談支援センターPDCA実施状況チェックリスト（2019年作成版）（全国部会作成版）」を基にS・A項目のみを選定し東京都版として作成したもの。
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１回目担当者連絡会にて

実施の周知

（６月頃）

事務局より各施設長宛に

依頼

（８月頃）

各施設で実施

事務局へ提出

（9月頃）

事務局にて結果をとりまとめ、集

計結果一覧作成

（10月-11月頃）

３回目開催担当者連絡会

にて結果共有

（2月頃）

アウトカム：患者や家族及び市民
（最終目標、準最終目標・必要な条件、状態）

プロセス：がん相談支援センター
（必要な条件・状態、優先順位、実施状況）

自己評価（3段階評価）

◼がん相談支援センター自己評価の実施の流れ

３段階評価（前年比較）

全施設の評価結果を集計し、
一覧にまとめる



２ PDCAサイクルの取組（相談・情報部会担当者連絡会）

各チームでPDCAサイクルを回す
自己評価票チーム（相談支援検討チーム） の取組事例（令和４年度活動状況）

■チームの目的と体制

目 的：各施設が実施するがん相談支援センター自己評価票の結果を踏まえた

がん相談の質の向上に向けた取組の検討及び提案

メンバー：５名（４施設）、内リーダー１名、サブリーダー１名

活動方法：WEB会議、メーリングリストを利用したメール協議、議事録作成

共通指標：チーム共通PDCAサイクルフォーマット

昨年度の結果から評価が低かった１項目を

選定し、評価向上への取組を行う

項目41：相談対応した際の記録（音声データ等）と、
がん相談対応評価表等を用いて、定期的に相談対応
のモニタリングを行っている

■チーム活動の流れ

取組
内容
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メンバー決定

（５月）

年間活動計画（P）協

議・決定

（６月）

１回目担当者連絡で年

間活動計画（P）発表

（６月）

活動継続（会議

開催実績７回）

（６月-1月）

PDCAサイクル活動報

告書及びチーム活動発

表資料作成

３回目開催担当者連絡会にて

チーム活動及びPDCAサイクル

報告、施設の取組紹介（講演）

（2月）

チーム共通指標を用いてPDCAサイクルを回す

全施設の３段階評価結果（前年比較）



２ PDCAサイクルの取組
相談・情報部会及び担当者連絡会のPDCAサイクル活動
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◼ 部会及び担当者連絡会において、PDCAサイクル体制を確保する。（共通様式を用いる）
◼ 施設共通の課題を抽出し、チームを中心に改善活動に必要な体制を整える。
◼ 専門家等による講演、グループワークを通して、会全体で共通理解を深める。
◼ 担当者連絡会の活動状況を相談・情報部会へ報告する。

◆ がん相談支援センター自己評価票の実施に伴う改善の取組
◆ がん相談支援センター認知度向上を目的とした図書館連携
◆ 東京都がん相談支援センター業務マニュアルの利用促進の取組
◆ 患者・家族が安心して参加できる患者サロンを目指す取組
◆ AYA世代支援のネットワーク構築に係る取組
◆ 東京都がん相談員研修会の開催
◆ 相談対応の質保証を学ぶQA研修会の自主開催

PDCAサイクル活動実績（令和4年度）

相談・情報部会（年１回開催）

担当者連絡会（年３回開催）

施設でPDCAを回す チームでPDCAを回す

東京都がん対策推進計画における取組の方向性
部会全体目標
各施設共通目標
共通指標
行動目標
行動計画
改善に向けた取組



３データの利活用について

・院内がん登録データの活用（がん登録部会）

・現況報告データの活用（評価・改善部会QIワーキンググループ）

・データの活用（評価・改善部会BCPワーキンググループ）
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「がん診療連携拠点病院等の整備について」（P４）＜都道府県協議会の主な役割＞③と⑩について

③東京都内の拠点病院等の院内がん登録のデータやがん診療、緩和ケア、相談支援等の実績等を共有、分析、

評価、公表等を行うこと。その上で、各都道府県とも連携し、Quality Indicatorを積極的に利用するなど、

都道府県全体のがん医療の質を向上させるための具体的な計画を立案・実行すること。併せて、院内がん登録

実務者の支援を含めて東京都内のがん関連情報収集や利活用等の推進に取り組むこと。



３データの利活用について
院内がん登録データの活用
がん登録部会及び実務者連絡会
国立がん研究センターが運営するホームページ「がん情報サービス」〈全国集計 結果閲覧システム〉より

ダウンロードした院内がん登録データを用いて集計表を作成し、東京都のがん登録状況について共有してい
る。

◼全国・東京都別 集計登録総数 経年比較

◼全国・東京都別 15歳年齢階級別集計登録数

◼全国施設別 集計登録総数 上位50施設

◼東京都内施設別 集計登録総数 上位20施設 比較

◼東京都内施設別 集計登録数 部位別上位20施設

◼全国・東京都別 部位別集計登録数

◼全国・東京都別 部位別集計登録数 経年比較

◼全国・東京都・都内施設別 部位別集計登録数 割合

院内がん登録データを活用した集計表の項目
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３データの利活用について
院内がん登録データの活用
がん登録部会及び実務者連絡会
がん登録部会及び実務者連絡会における「院内がん登録データ」を活用した集計表の一例
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３データの利活用について
現況報告データの活用
評価・改善部会QIワーキンググループ

QIワーキンググループでは、東京都保健医療局と協働して現況報告に係る個票データを収集し、以下のアか
らケについて、集計、分析等に取り組んでいる。

令和４年８月１日付「がん診療連携拠点病院等の整備について」〈都道府県協議会の主な役割〉より

（２）都道府県全体のがん医療等の質の向上のため、次に掲げる事項を行い、都道府県内のどこに住んでいても適切な診断や治療に
スムーズにアクセスできる体制を確保すること。

① 地域の実状に応じて、以下のアからケを参考に医療機関間の連携が必要な医療等について、都道府県内の各拠点病院等及び他の
がん診療を担う医療機関における役割分担を整理・明確化し、その内容を関係者間で共有するとともに広く周知すること。

ア一部の限定的な医療機関でのみ実施される薬物療法
イ集約化することにより予後の改善が見込まれる手術療法
ウ強度変調放射線療法や密封小線源療法、専用治療病室を要する核医学治療等の放射線療、高度で特殊な画像下治療（ＩＶＲ）
エ緩和ケアセンター、緩和ケア病棟、ホスピス、神経ブロック、緊急緩和放射線治療等の緩和医療
オ分野別に希少がん・難治がんの対応を行う体制
カ小児がんの長期フォローアップを行う体制
キＡＹＡ世代（注１）のがんの支援体制
クがん・生殖医療（別途実施されている｢小児・ＡＹＡ世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」におけるがん・生殖医療

ネットワークと協働して実施。）
ケがんゲノム医療

今後、院内がん登録データ、QIデータの活用を検討？？

15



３データの利活用について
現況報告データの活用
評価・改善部会BCPワーキンググループ

BCPワーキンググループでは、患者さんが自身にとって必要な治療を継続できる体制を構築する
ことを検討中。また、そのために必要な区市町村毎の居住がん患者数等のデータ収集とその利活
用についても検討する。

今後、現況報告や院内がん登録データの活用を検討？？
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４行政との連携

・「東京都がん対策推進協議会」へ、都道府県がん診療連携拠点病院の病院長（２施設）が委員として
参加し、情報を共有する。

・現在、改定中の「東京都がん対策推進基本計画（第三次改定）（改訂案）」の「がん医療」では、
各分野における「取組の方向性」の内容について、都は、東京都がん診療連携協議会と連携し推進・・・、
東京都がん診療連携協議会等の場を活用した・・・、といった文言が明記され、今後、
都と東京都がん診療連携協議会が連携を図り、計画を推進していくことが方向づけられた。

・今後、東京都保健医療局が運営するホームページ「東京都がんポータルサイト」において、
東京都がん診療連携協議会としての情報発信と広報活動を行うことを検討。
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令和４年８月１日付「がん診療連携拠点病院等の整備について」〈都道府県協議会の主な役割〉より

（１）国のがん対策基本法及びがん対策推進基本計画、都道府県のがん対策推進計画等における患者本位のがん医療を
実現する等の観点から、当該都道府県における対策を強力に推進する役割を担うこと。

現在
改定中



５今後の展望

・QIワーキンググループ活動及びBCPワーキンググループ活動の推進

・現況報告、院内がん登録データ等の利活用の推進
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ご清聴ありがとうございました。


